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東海市告示第２８号 

 

東海市宅地開発等に関する指導要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

 

令和６年３月２９日 

 

東海市長 花 田 勝 重      

 

東海市宅地開発等に関する指導要綱の一部を改正する要綱 

 

東海市宅地開発等に関する指導要綱（平成１６年東海市告示第２３号）の一部を次

のように改正する。 

別表女性・子ども課の項中「女性・子ども課」を「こども課」に改め、同表清掃セ

ンターの項中「清掃センター」を「リサイクル推進課」に改める。 

様式第９中「清掃センター」を「リサイクル推進課」に改める。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 


